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告 示
栃木県告示第520号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和３（2021）年10月12日から同年11月10日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和３（2021）年10月12日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　大田原芦野線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

72
前 那須塩原市野間字新田後543-３から

那須塩原市鍋掛字上山1530-２まで 9.3 ～ 10.0 27.7

後 那須塩原市野間字新田後543-３から
那須塩原市鍋掛字上山1530-２まで 9.3 ～ 10.0 27.7

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　西小塙真岡線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

77
前 真岡市島字馬新田668-９から

真岡市島字午新田661-１まで 14.3 ～ 17.0 94.6

後 真岡市島字馬新田668-９から
真岡市島字午新田661-１まで 14.3 ～ 17.0 94.6

Ⅲ
道路の種類　県道
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路　線　名　一般県道　赤見本町線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

237
前 佐野市赤見町字市場1178-１から

佐野市赤見町字山崎1519-３まで 12.6 ～ 18.0 494.5

後 佐野市赤見町字山崎1520-２から
佐野市赤見町字山崎1519-３まで 21.7 ～ 22.9 16.3

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第521号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和３（2021）年10月12日から同年11月10日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和３（2021）年10月12日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

27 主 要 地 方 道
那須黒羽茂木線

那須郡那珂川町和見字関前2471から
那須郡那珂川町馬頭字赤坂道西2321-１まで

令和３（2021）年
10月12日

237 一 般 県 道
赤 見 本 町 線

佐野市赤見町字山崎1520-２から
佐野市赤見町字山崎1519-３まで

令和３（2021）年
10月12日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第522号
　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第１項第４号の規定により次のとおり道路
を指定したので、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条第１項の規定により公告する。
　なお、その関係図書は、所管の土木事務所に備え、縦覧に供する。
　　令和３（2021）年10月12日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

道 路 の 種 類 道 路 の 位 置
道路の延長
及 び 幅 員

指 定
年 月 日

所 管 の
土木事務所

法第42条第１項第４号
の規定による道路

真岡市久下田字新道242-２、242-９、
347-１、348-２の各一部、241-６、
241-７、242-７、242-８、242-10、
242-11、346-４、346-６、346-７、
347-２、347-３、347-４

延長50.000ｍ
幅員14.500ｍ
　～17.347ｍ

令 和 ３
（2021）年
10月１日

真 岡
土木事務所

（建築課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○県営土地改良事業の特別減歩の指定
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第３項において準用する同法第53条の２の３第１項の規定
により、県営下深田地区土地改良（区画整理）事業において、次の土地を、地積を特に減じて換地を定める土
地として指定したので、同条第２項において準用する同法第53条の２第３項の規定により公告する。
　　令和３（2021）年10月12日
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

市 町 村 大 字 字 地 番 地 目 用 途 地 積 特 に 減 じ る 地 積 摘 要

大田原市 中田原 艾田 1701 田 田 554㎡ 25㎡

〃 〃 下深田前 1768-７ 〃 〃 2,787㎡ 108㎡

〃 〃 〃 1770 〃 〃 4,599㎡ 648㎡

〃 〃 〃 1785-１ 〃 〃 8,319㎡ 777㎡

〃 〃 〃 1792 〃 〃 6,948㎡ 468㎡

〃 〃 〃 1798-２ 〃 〃 3,395㎡ 428㎡

〃 〃 〃 1812-３ 〃 〃 4,577㎡ 331㎡

〃 〃 〃 1825-79 〃 〃 2,750㎡ 215㎡

　───────────────────────────────────────────────
　　　○土地改良事業の工事完了
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の３第１項の規定により、次のとおり土地改良事業について工
事完了の届出があったので、同条第２項の規定により公告する。
　　令和３（2021）年10月12日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 主 体 名 事 業 名 完 了 年 月 日

大 岩 藤 土 地 改 良 区 応急工事（令和元年東日本台風（台風第19号）
災害）

令和２（2020）年５月15日

藤 岡 土 地 改 良 区 応急工事（令和元年東日本台風（台風第19号）
災害）

令和２（2020）年５月29日

小 山 用 水 土 地 改 良 区 応急工事（令和元年東日本台風（台風第19号）
災害）

令和２（2020）年３月19日

思 川 西 部 土 地 改 良 区 応急工事（令和元年東日本台風（台風第19号）
災害）

令和２（2020）年３月19日

思 川 西 部 土 地 改 良 区 応急工事（令和元年東日本台風（台風第19号）
災害）

令和２（2020）年３月19日

都 賀 町 土 地 改 良 区 応急工事（令和元年東日本台風（台風第19号）
災害）

令和２（2020）年４月24日

大 平 西 部 土 地 改 良 区 応急工事（令和元年東日本台風（台風第19号）
災害）

令和２（2020）年６月30日

岩 舟 土 地 改 良 区 応急工事（令和元年東日本台風（台風第19号）
災害）

令和２（2020）年４月10日

飯 塚 土 地 改 良 区 応急工事（令和元年東日本台風（台風第19号）
災害）

令和２（2020）年３月25日

大 美 間 土 地 改 良 区 応急工事（令和元年東日本台風（台風第19号）
災害）

令和２（2020）年６月24日

芳 賀 台 地 土 地 改 良 区 芳賀台地地区土地改良（災害復旧）事業 令和２（2020）年９月24日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────


